
瀬戸市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２６年９月３０日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第３６号 

瀬戸市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則  

瀬戸市児童福祉法施行細則（昭和６２年瀬戸市規則第４号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に

下線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（特例障害児通所給付費の額）  （特例障害児通所給付費の額） 

第３条の１２ 特例障害児通所給付費の額は、法

第２１条の５の４第３項の規定により基準とさ

れる額とする。 

第３条の１２ 特例障害児通所給付費の額は、法

第２１条の５の４第２項の規定により基準とさ

れる額とする。 

別表第１（第１２条関係） 別表第１（第１２条関係） 

入所者の属する世帯の

階層区分 

徴収額 

母子生活

支援施設

（月額） 

助産施設 

基 準

額 

加算

額 

Ａ 生活保護法（昭和

２５年法律第１４

４号）による被保

護世帯（単給世帯

を含む。）及び中

国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並

びに永住帰国した

中国残留邦人等及

び特定配偶者の自

立の支援に関する 

＜省略＞ ＜省

略＞ 

＜省

略＞ 

入所者の属する世帯の

階層区分 

徴収額 

母子生活

支援施設

（月額） 

助産施設 

基 準

額 

加算

額 

Ａ 生活保護法による

被保護世帯（単給

世帯を含む。）及

び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後

の自立の支援に関

する法律（平成６

年法律第３０号）

による支援給付受

給世帯 

＜省略＞ ＜省

略＞ 

＜省

略＞ 



 法律（平成６年法

律第３０号）によ

る支援給付受給世

帯（中国残留邦人

等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国

後の自立の支援に

関する法律の一部

を改正する法律

（平成２５年法律

第１０６号）附則

第２条第１項又は

第２項の規定によ

りなお従前の例に

よることとされた

支援給付受給世帯

を含む。） 

   

＜省略＞ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

＜省略＞ 
 

備考 備考 

１ ＜省略＞ 

２ この表のＤ１階層からＤ１４階層までの区

分における「所得税の額」とは、所得税法

（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）、災害被

害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関

する法律（昭和２２年法律第１７５号）及

び児童家庭局長通知の規定によって計算さ

れた所得税の額（この所得税の額を計算す

る場合には、所得税法第７８条第１項（同

条第２項第１号、第２（地方税法第３１４

条の７第１項第２号に規定する寄附金に限

る。）及び第３号（地方税法第３１４条の

７第１項第２号に規定する寄附金に限

る。）に規定する寄附金に限る。）、第９

２条第１項並びに第９５条第１項から第３

１ ＜省略＞ 

２ この表のＤ１階層からＤ１４階層までの区

分における「所得税の額」とは、所得税法

（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）、災害被

害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関

する法律（昭和２２年法律第１７５号）及

び児童家庭局長通知の規定によって計算さ

れた所得税の額（この所得税の額を計算す

る場合には、所得税法第７８条第１項（同

条第２項第１号、第２（地方税法第３１４

条の７第１項第２号に規定する寄附金に限

る。）及び第３号（地方税法第３１４条の

７第１項第２号に規定する寄附金に限

る。）に規定する寄附金に限る。）、第９

２条第１項並びに第９５条第１項から第３



項まで、租税特別措置法第４１条第１項、

第２項及び第６項、第４１条の２、第４１

条の３の２第１項、第２項、第５項及び第

６項、第４１条の１９の２第１項、第４１

条の１９の３第１項及び第３項並びに第４

１条の１９の４第１項及び第３項並びに租

税特別措置法等の一部を改正する法律（平

成１０年法律第２３号）附則第１２条並び

に所得税法等の一部を改正する法律（平成

２５年法律第５号）附則第５９条第１項及

び第６０条第１項の規定は適用しないもの

とする。）をいう。 

３ ＜省略＞ 

４ 入所者の属する世帯が、この表のＢ階層

に該当する世帯であって扶養義務者のない

世帯、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭

和３９年法律１２９号）第１７条に規定す

る配偶者のない女子で現に児童を扶養して

いるものの世帯その他市長が別に定める世

帯である場合には、この表の規定にかかわ

らず、その徴収額（助産施設にあっては、

基準額）は、０円とする。 

５及び６ ＜省略＞ 

項まで、租税特別措置法第４１条第１項か

ら第３項まで、第４１条の２、第４１条の

３の２第１項、第２項、第４項及び第５

項、第４１条の１９の２第１項、第４１条

の１９の３第１項及び第２項、第４１条の

１９の４第１項及び第２項並びに第４１条

１９の５第１項並びに租税特別措置法等の

一部を改正する法律（平成１０年法律第２

３号）附則第１２条の規定は適用しないも

のとする。）をいう。 

 

 

３ ＜省略＞ 

４ 入所者の属する世帯が、この表のＢ階層

に該当する世帯であって扶養義務者のない

世帯、母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法

律１２９号）第１７条に規定する配偶者の

ない者で現に児童を扶養しているものの世

帯その他市長が別に定める世帯である場合

には、この表の規定にかかわらず、その徴

収額（助産施設にあっては、基準額）は、

０円とする。 

５及び６ ＜省略＞ 

別表第２（第１２条関係） 別表第２（第１２条関係） 

入所児童の属する世帯の階層

区分 

保育料（月

額） 

３

歳

未

満

児 

３

歳

児 

４

歳

以

上

児 

Ａ 生活保護法による被保護世

帯（単給世帯を含む。）及

び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

入所児童の属する世帯の階層

区分 

保育料（月

額） 

３

歳

未

満

児 

３

歳

児 

４

歳

以

上

児 

Ａ 生活保護法による被保護世

帯（単給世帯を含む。）及

び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 

＜

省

略

＞ 



 した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律による支援給付受

給世帯（中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関す

る法律の一部を改正する法

律（平成２５年法律第１０

６号）附則第２条第１項又

は第２項の規定によりなお

従前の例によることとされ

た支援給付受給世帯を含

む。） 

   

＜省略＞ 
 

 の自立の支援に関する法律

による支援給付受給世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

＜省略＞ 
 

備考 備考 

１及び２ ＜省略＞ １及び２ ＜省略＞ 

３ この表のＤ１階層からＤ１２階層までの区

分における「所得税の額」とは、所得税

法、租税特別措置法、災害被害者に対する

租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び

児童家庭局長通知の規定によって計算され

た所得税の額をいう。ただし、所得税の額

を計算する場合には、次の規定は適用しな

いものとする。 

３ この表のＤ１階層からＤ１２階層までの区

分における「所得税の額」とは、所得税

法、租税特別措置法、災害被害者に対する

租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び

児童家庭局長通知の規定によって計算され

た所得税の額をいう。ただし、所得税の額

を計算する場合には、次の規定は適用しな

いものとする。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 租税特別措置法第４１条第１項、第２

項及び第６項、第４１条の２、第４１条

の３の２第１項、第２項、第５項及び第

６項、第４１条の１９の２第１項、第４

１条の１９の３第１項及び第３項並びに

第４１条の１９の４第１項及び第３項 

⑵ 租税特別措置法第４１条第１項から第

３項まで、第４１条の２、第４１条の３

の２第１項、第２項、第４項及び第５

項、第４１条の１９の２第１項、第４１

条の１９の３第１項及び第２項、第４１

条の１９の４第１項及び第２項並びに第

４１条１９の５第１項 

⑶ 租税特別措置法等の一部を改正する法

律（平成１０年法律第２３号）附則第１

⑶ 租税特別措置法等の一部を改正する法

律（平成１０年法律第２３号）附則第１



２条並びに所得税法等の一部を改正する

法律（平成２５年法律第５号）附則第５

９条第１項及び第６０条第１項 

２条 

４ この表の「母子世帯等」とは、次に掲げ

るものをいう。 

４ この表の「母子世帯等」とは、次に掲げ

るものをいう。 

⑴ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第１７

条及び第３１条の７に規定する配偶者

のない者で現に児童を扶養しているも

のの世帯 

⑴ 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律

１２９号）第１７条に規定する配偶者の

ない者で現に児童を扶養しているものの

世帯 

⑵ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

５ ＜省略＞ 

６ Ｂ２階層からＤ１２階層までの区分におけ

る同一世帯から２人以上の就学前児童が保

育所、幼稚園（学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１条に規定する幼稚園をい

う。）、認定こども園（就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成１８年法律第７７号）

第７条第１項に規定する認定こども園をい

う。）、特別支援学校幼稚部（学校教育法

第７６条第２項に規定する幼稚部をい

う。）及び情緒障害児短期治療施設通所部

（法第７条第１項に規定する情緒障害児短

期治療施設の通所部をいう。）に入所又は

児童発達支援若しくは医療型児童発達支援

（法第６条の２第２項及び第３項に規定す

る児童発達支援又は医療型児童発達支援を

いう。）を利用している場合において、次

の表の第１欄に掲げる就学前児童（前項に

規定する児童を除く。）のうち、当該児童

が保育所に入所している際には、上記の表

の定めにかかわらず、第２欄により計算し

て得た額をその児童の保育料とする。 

５ ＜省略＞ 

６ Ｂ２階層からＤ１２階層までの区分におけ

る同一世帯から２人以上の就学前児童が保

育所、幼稚園（学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１条に規定する幼稚園をい

う。）、認定こども園（就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成１８年法律第７７号）

第６条第２項に規定する認定こども園をい

う。）、特別支援学校幼稚部（学校教育法

第７６条第２項に規定する幼稚部をい

う。）及び情緒障害児短期治療施設通所部

（法第７条第１項に規定する情緒障害児短

期治療施設の通所部をいう。）に入所又は

児童発達支援及び医療型児童発達支援（法

第６条の２第２項及び第３項に規定する児

童発達支援及び医療型児童発達支援をい

う。）を利用している場合において、次の

表の第１欄に掲げる就学前児童（前項に規

定する児童を除く。）のうち、当該児童が

保育所に入所している際には、上記の表の

定めにかかわらず、第２欄により計算して

得た額をその児童の保育料とする。 

＜省略＞ 
 

＜省略＞ 
 



７ ＜省略＞ ７ ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１及び同表備考

第４項並びに別表第２及び同表備考第４項第１号の改正規定は、平成２

６年１０月１日から施行する。  

 

 

 


